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      日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 
                 関する条例の一部改正について 

 
 

 
 
  日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて、地方自治法第１１２条第１項の規定により、別紙のとおり提出する。 
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日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成２０年日野町条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

 

改正後 改正前 

 

（議員報酬） 

第２条 略 

２及び３ 略 

４ 前２項の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の

現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。 

 

 
（議員報酬） 

第２条 略 

２及び３ 略 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

附 則 
この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

  




